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1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
1

三
〇

は
　
じ
　
め
　
に

　
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
保
険
体
制
が
我
が
国
で
確
立
し
た
の
は
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
以
来
四
半
世
紀
を
経
た
今
日
、
皆

保
険
体
制
の
主
柱
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
（
以
下
し
ば
し
ば
「
国
保
」
と
表
記
す
る
）
を
主
舞
台
に
医
療
保
障
分
野
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改

編
が
す
す
ん
で
い
る
。
そ
し
て
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
初
頭
に
施
行
を
み
た
改
正
老
人
保
健
法
に
随
伴
し
て
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

が
行
わ
れ
、
保
険
給
付
の
一
時
差
止
め
を
含
む
保
険
税
（
料
）
徴
収
の
格
段
の
強
化
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
低
所
得
者
の
基
本
的
人
権

に
か
か
わ
る
よ
う
な
深
刻
な
事
態
が
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
。

　
人
類
史
上
前
例
の
な
い
高
齢
化
社
会
の
到
来
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
で
、
医
療
保
障
の
問
題
が
格
別
の
重
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
が
き
わ
め
て
複
雑
で
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題
へ
の

接
近
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
点
は
否
定
し
が
た
い
。
今
回
の
事
態
に
つ
い
て
も
世
上
一
般
の
関
心
・
認
識
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
私
自
身
、

医
療
保
障
問
題
に
関
し
特
に
研
究
歴
を
も
っ
て
い
る
者
で
は
な
い
が
、
過
日
福
島
県
北
の
国
保
財
政
の
調
査
を
行
な
っ
た
経
験
を
ふ
ま
え
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
と

こ
で
得
た
若
干
の
資
料
を
織
り
込
み
な
が
ら
現
段
階
で
の
国
保
問
題
の
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
て
み
た
い
。

老
人
保
健
法
改
正
の
産
み
出
し
た
も
の

一
　
改
正
老
健
法

医
療
分
野
に
お
け
る
行
政
改
革
（
医
療
行
革
）
の
本
格
的
な
幕
開
け
を
告
げ
た
の
が
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
八
月
の
老
人
保
健
法
の
成
立



で
あ
っ
た
（
翌
年
二
月
施
行
）
。
国
の
一
般
歳
出
の
約
一
割
を
占
め
る
に
至
っ
た
医
療
費
国
庫
負
担
の
増
大
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
七
〇
歳
以
上

の
老
人
医
療
の
無
料
制
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
各
保
険
制
度
間
の
老
人
加
入
率
格
差
に
よ
っ
て
生
じ
る
財
政
力
格
差
を
是
正
す
べ
く
新
た
な

財
政
調
整
方
式
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
四
年
の
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
法
律
の
改
正
の
中
味
は
主
に
三
点
で
あ
る
。
第

一
は
患
者
一
部
負
担
金
の
増
額
で
、
外
来
一
か
月
四
〇
〇
円
が
八
○
○
円
に
引
上
げ
ら
れ
（
政
府
原
案
で
は
一
、
0
0
0
円
）
、
入
院
は
一
日
三

〇
〇
円
（
二
か
月
限
度
）
が
無
期
限
で
一
日
四
〇
〇
円
（
た
だ
し
低
所
得
者
は
二
か
月
を
限
度
に
一
日
三
〇
〇
円
）
と
な
っ
た
（
政
府
原
案
は
一

律
無
期
限
五
〇
〇
円
）
。
第
二
が
老
人
保
健
施
設
の
創
設
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
が
、
老
人
保
健
制
度
へ
の
各
保
険
者
（
国
保
．
健
保
組
合
．

共
済
組
合
等
）
の
医
原
費
拠
出
金
算
定
方
法
の
変
更
I
－
1
「
加
入
者
按
分
率
」
の
引
上
げ
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
こ
で
の
主
た
る
問
題
と
な
る
。

　
周
知
の
と
お
り
老
人
保
健
法
制
定
の
最
大
の
趣
旨
は
、
分
立
す
る
医
療
保
険
制
度
の
枠
を
超
え
た
財
政
負
担
の
調
整
を
、
ま
ず
は
老
人
医
療

費
部
分
に
つ
い
て
導
入
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
老
人
比
率
の
際
立
っ
て
高
い
国
民
健
康
保
険
の
老
人
医
療

費
負
担
を
、
被
用
者
保
険
が
一
定
の
基
準
で
一
部
分
け
合
う
か
た
ち
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
各
医
療
保
険
制
度
に
平
均
的
に
老
人
が
加
入
し
て
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レ

い
る
と
仮
定
し
て
老
人
医
療
費
総
額
を
各
医
療
保
険
制
度
に
按
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
応
分
の
負
担
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」
　
法
制
定

当
初
の
各
保
険
者
の
拠
出
金
の
算
定
方
法
を
簡
略
に
示
せ
ば
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
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1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
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と
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体
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
一

　
財
政
調
整
の
機
能
を
果
た
す
の
は
〔
3
〕
の
加
入
者
按
分
に
係
る
部
分
で
あ
り
、
全
保
険
者
の
老
人
加
入
率
に
対
す
る
当
該
保
険
者
の
そ
れ

の
比
の
逆
数
〔
4
〕
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
人
加
入
率
の
低
い
保
険
者
（
健
保
組
合
等
）
の
拠
出
額
を
相
対
的
に
大
き
く
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
各
保
険
者
の
拠
出
の
基
礎
と
な
る
の
は
老
人
医
療
費
の
十
分
の
七
に
あ
た
る
数
字
だ
が
、
こ
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
を
右
の
加
入

者
按
分
に
よ
っ
て
調
整
す
る
か
を
示
す
の
が
す
な
わ
ち
加
入
者
按
分
率
の
大
き
さ
で
あ
る
（
加
入
者
按
分
率
と
医
療
費
按
分
率
の
合
計
は
一
で

あ
る
）
。
そ
し
て
こ
の
加
入
者
按
分
率
は
当
初
〔
5
〕
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
二
分
の
一
だ
っ
た
が
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
度
以
降
年
次
推
移

で
百
分
の
四
七
・
二
、
百
分
の
四
五
・
一
、
百
分
の
四
四
・
七
と
さ
れ
て
き
た
。

　
さ
て
問
題
の
改
正
老
健
法
に
お
い
て
は
こ
の
医
療
費
拠
出
金
の
規
程
が
変
更
さ
れ
、
算
出
方
法
は
加
入
者
按
分
方
式
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
加
入
者
按
分
率
を
一
九
八
六
（
昭
和
六
］
）
年
度
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
］
九
八
七
～
九
年
度
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

○
年
度
以
降
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
軌
道
が
敷
か
れ
た
。
要
す
る
に
拠
出
金
額
決
定
の
根
拠
は
や
が
て
各
保
険
者
の
老
人
加
入
比
率
の
み

と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
シ
ス
テ
ム
と
な
る
。
第
1
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
加
入
者
按
分
率
↓
○
○
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ー
セ
ン
ト
の
段
階
で
す
べ
て
の
保
険
者
に
同
率
の
老
人
被
保
険
者
が
存
在
す
る
前
提
で
拠
出
金
が
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
変
更
は
、
国
保
以
外
の
被
用
者
保
険
の
負
担
増
を
当
然
伴
う
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
右
の
国
保
救
済
措
置
は
一
九
八
四
（
昭
和
五

九
）
年
の
退
職
者
医
療
制
度
発
足
の
際
の
政
府
の
「
見
込
み
違
い
」
に
よ
る
国
庫
支
出
の
過
剰
削
減
か
ら
生
じ
た
国
保
財
政
の
”
損
失
”
を
、

（
国
庫
補
助
回
復
に
よ
ら
ず
に
）
補
償
す
る
と
い
う
客
観
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
国
会
審
議
の
な
か
で
は
被
用
者
保
険
側
の
立
場

か
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
．
勤
労
者
に
国
庫
支
出
削
減
の
ツ
ケ
を
回
す
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
強
く
唱
え
ら
れ
た
。
　
「
す
で
に
、
老
人
保
健
法

に
基
づ
く
「
拠
出
金
一
一
が
、
健
康
保
険
組
合
の
法
定
医
療
費
の
総
支
出
の
中
で
二
〇
％
を
占
め
て
お
り
、
健
康
保
険
組
合
の
自
主
運
営
努
力
は

八
∩
）
％
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
医
療
保
険
の
財
政
運
営
に
お
い
て
、
最
も
国
庫
負
担
が
少
な
く
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
の

自
主
運
営
を
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
の
「
活
力
』
を
抑
制
し
保
険
制
度
の
運
営
に
さ
え
国
庫
負
担
を
必
要
と
す
る
政
管
健
保
や
国
保
へ
の
組



み
か
え
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
に
も
な
り
、

結
局
は
国
庫
負
担
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
魚
島
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
．

二
　
国
保
税
（
料
）
収
納
率
向
上
運
動

被
用
者
保
険
サ
イ
ド
の
強
力
な
抵
抗
を
押
し
切
っ
て
な
さ
れ
た
老
健
法
改
正
に
は
、

第1表　　制度別加入者1000人当り老人数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全制度平均69人）

i 1改F前加1加入者 加入者 加入者 1加入者　1加入者　i加入者
按分率　1按分率　i按分率
　　　　　　　　　　　　　　　ラ

　80％　　　　　90％　1　　100％

　　　i改正前加
実　熊大者按分率
　　　144．7％

69人

69

69

69

66人

65

66

75

64人

61

63

80

55人

47

53

100

43人

29

39

25

政管健保

健保組合

1共済組合

座L保
資料　　『週刊社会保障』1416号（1987・L　l9）p・6
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と
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そ
の
抵
抗
を
緩
和
す
る
配
慮
か
ら
、
国
保
側
の
”
経
営

努
力
”
を
促
す
措
置
が
随
伴
せ
し
め
ら
れ
た
。
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
国
保
税
（
料
）

の
い
わ
ゆ
る
悪
質
滞
納
者
対
策
の
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
り
、
詳
し
く
は
次
節
で
触
れ
る
。

ま
た
参
議
院
で
の
修
正
・
採
択
に
あ
た
っ
て
な
さ
れ
た
附
帯
決
議
は
、
「
市
町
村
は
、
収
納
率
の
向
上
、

レ
セ
プ
ト
審
査
の
強
化
等
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
し
、
一
層
の
経
営
努
力
を
行
う
と
と
も

に
、
国
お
よ
び
都
道
府
県
知
事
は
市
町
村
に
対
す
る
指
導
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
こ
と
」
を
特
に
求

め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
厚
生
省
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
中
央
会
は
市
町
村
国
保
の
”
自
主
努

力
”
を
強
力
に
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
改
正
老
健
法
の
施
行
さ
れ
だ
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）

年
一
月
に
開
か
れ
た
全
国
国
民
健
康
保
険
主
管
課
（
部
）
長
会
議
の
記
録
は
、
厚
生
省
の
こ
の
件
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

す
る
き
わ
め
て
詳
細
か
つ
威
圧
的
な
指
導
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
会
議
に
先
立
っ
て
出

さ
れ
た
保
険
局
長
通
知
は
、
と
く
に
今
次
の
改
正
の
も
た
ら
す
財
政
負
担
軽
減
効
果
が
保
険
料
（
税
）

の
引
き
ド
げ
に
つ
な
が
る
こ
と
を
警
戒
し
「
十
分
な
経
営
努
力
や
今
後
の
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定

化
の
た
め
の
財
政
計
画
の
見
通
し
も
な
く
、
安
易
に
保
険
科
（
税
）
の
引
き
下
げ
の
措
置
を
と
っ
た
保

険
者
に
対
し
て
は
、
財
政
調
整
交
付
金
の
配
分
に
つ
い
て
一
部
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
！
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
f
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
国
保
課
長
通
知
で
は
「
市
町
村
お
よ
び
国
保
組
合
が
行
う
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
原
案
段
階
で
〔
都
道
府

県
に
〕
必
ず
内
議
さ
せ
指
導
す
る
こ
と
。
（
中
略
）
特
に
、
保
険
料
（
税
）
の
引
下
げ
の
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
厳
重
に
指
導
し
、

引
下
げ
の
内
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
課
に
報
告
す
る
こ
と
」
（
〔
　
〕
引
用
者
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
市
町
村
を
あ
げ
て
滞
納
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
一
掃
体
制
を
整
備
し
、
休
日
、
夜
間
の
戸
別
徴
収
お
よ
び
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
」
も
指
示
し
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
う
し
た
政
府
当
局
側
の
動
き
を
受
け
て
、
国
保
中
央
会
は
三
月
六
日
の
定
期
総
会
で
「
国
保
財
政
の
安
定
強
化
に
関
す
る
宣
言
」

を
採
択
し
「
国
保
三
パ
ー
セ
ン
ト
運
動
」
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
五
月
、
「
国
保
財
政
充
実
強
化
推
進
運
動
実
施
要
綱
」
に
よ
っ
て
そ
の
具
体

的
な
実
施
方
法
を
例
示
し
て
全
国
に
指
令
す
る
に
至
っ
た
。
　
「
国
保
三
パ
ー
セ
ン
ト
運
動
」
と
は
、
①
保
険
税
（
料
）
の
収
納
率
を
一
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
引
上
げ
る
　
②
医
療
費
適
正
化
対
策
に
よ
り
医
療
費
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
財
政
効
果
を
あ
げ
る
　
③
保
健
施
設
活
動
を
促
進
す
る

た
め
保
健
施
設
費
と
し
て
保
険
税
（
料
）
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
、
以
上
の
三
つ
を
同
時
に
追
求
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容

で
あ
る
。
第
一
の
収
納
率
向
ヒ
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
納
税
組
合
の
拡
大
強
化
、
銀
行
振
込
の
促
進
、
強
制
徴
収
の
強
化
な
ど
が
例
示
さ
れ
、

第
二
の
医
療
費
節
減
策
と
し
て
は
レ
セ
7
卜
点
検
の
徹
底
、
医
療
通
知
の
積
極
的
実
施
と
活
用
、
多
受
診
世
帯
の
把
握
と
指
導
、
長
期
入
院
患

者
の
実
態
把
握
と
在
宅
医
療
の
奨
励
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
厚
生
省
は
同
じ
く
五
月
、
国
保
課
長
通
知
で
「
収
納
率
向
上
特
別
対
策
実
施
要
領
」
を
発
し
、
収
納
率
低
下
原
因
の
徹
底
し
た
分
析
、
徴
収

体
制
の
整
備
、
被
保
険
者
へ
の
P
R
等
を
促
す
と
と
も
に
、
「
国
民
健
康
保
険
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
特
別
対
策
事
業
」
へ
の
助
成
金
（
特

別
調
整
交
付
金
一
地
方
交
付
税
制
度
に
お
け
る
特
別
交
付
税
に
あ
た
る
部
分
一
が
充
て
ら
れ
る
）
交
付
対
象
市
町
村
の
具
備
す
べ
き
条
件
を

示
し
、
都
道
府
県
へ
そ
の
推
薦
方
指
示
し
て
い
る
。
中
央
集
権
的
な
行
政
指
導
と
財
政
誘
導
の
シ
ス
テ
ム
が
、
国
保
の
運
営
に
お
い
て
も
強
力

に
機
能
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
改
正
老
健
法
に
よ
る
国
保
の
「
負
担
軽
減
」
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
き
わ
め
て
強
烈
な
”
自
主
努
力
”
へ
の
イ
ン
パ



ク
ト
を
国
保
に
加
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の

つ
い
て
、
節
を
改
め
て
と
り
あ
げ
よ
う
。

（三〕

保
険
給
付
の
一
時
差
止
め
問
題

｝
環
と
し
て
行
わ
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
変
1
－
制
裁
措
置
を
含
む
徴
税
対
策
の
強
化
に

　
新
た
に
導
入
さ
れ
た
措
置
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
「
保
険
者
は
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
な

い
の
に
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
ま
た
は
組
合
員
に
対
し
て
、
被
保
険
者
証
を
返
還
さ
せ
、
協
県
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
（
た
だ
し
老
人
保
健
法
に
基
く
医
療
費
お
よ
び
身
体
障
害
者
、
原
爆
被
爆
者
医
療
等
の
公
費
負
担
医
療
に
つ
い
て
は

除
外
）
。
第
二
に
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
療
養
の
給
付
お
よ
び
特
定
療
養
費

の
支
給
は
行
わ
な
い
」
と
し
た
上
で
、
第
三
に
「
保
険
者
は
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
療
養

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　

ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
や

を
受
け
た
と
き
は
、
療
養
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
」
。
そ
し
て
第
四
に
「
保
険
者
は
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
な

い
の
に
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
て
は
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の

支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
。
　
（
傍
点
引
用
者
）

　
右
の
措
置
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
質
滞
納
者
」
に
は
保
険
証
の
所
持
を
許
さ
ず
（
と
い
っ
て
も
保
険
証
の
「
返

還
」
を
求
め
る
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
交
付
し
な
い
と
い
う
の
は
違
法
で
あ
る
）
、
し
た
が
っ
て
医
療
保
険
と
し
て
の
現
物
給

付
（
保
険
医
療
の
享
受
）
を
認
め
ず
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
医
療
費
の
全
額
を
ひ
と
ま
ず
負
担
さ
せ
、
後
に
な
っ
て
か
ら
療
養
費
の
か
た
ち
で

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

償
還
払
い
す
る
、
し
か
も
依
然
と
し
て
滞
納
が
続
い
て
い
る
間
は
そ
の
償
還
払
い
を
も
差
止
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
資
格
証
明
書
の

発
行
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
高
額
医
療
費
、
助
産
費
、
葬
祭
費
な
ど
に
つ
い
て
は
「
悪
質
滞
納
者
」
へ
の
支
払
い
を
差
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
さ
れ
た
。

　
　
　
1
改
編
下
の
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民
健
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保
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政
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一
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一
二
五



　
　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

　
こ
の
滞
納
者
対
策
の
具
体
的
な
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
資
格
証
明
書
の
交
付
に
至
る
ま
で
の
手
続
き
に
関
し
て
督
促
、
納
付
相
談
、

納
付
指
導
（
分
割
納
入
な
ど
）
と
い
っ
た
諸
段
階
を
設
け
て
慎
重
を
期
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
悪
質
」
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

定
の
基
準
で
あ
っ
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
国
保
財
政
危
機
の
な
か
で
滞
納
者
（
納
入
不
能
者
）
が
政
治
的
に
大
量
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
情
勢

の
下
で
の
「
悪
質
」
認
定
は
、
大
き
な
問
題
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
具
体
的
状
況
に
は
っ
き
り
と
反
映
し
て
お
り
、
こ
の
強
硬

措
置
の
実
施
は
政
府
当
局
の
思
惑
ど
お
り
に
は
進
ん
で
い
な
い
。
四
月
一
〇
日
時
点
で
み
る
と
、
給
付
制
限
を
早
速
実
施
し
た
の
は
全
市
町
村

の
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
第
2
表
参
照
）
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
保
険
証
の
更
新
時
期
を
は
さ
ん
で
こ
の
数
字
は
か
な
り
の

上
昇
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
福
井
県
の
場
合
、
九
月
末
段
階
で
は
一
九
団
体
（
全
市
町
村
の
半
数
以
上
）
が
資
格
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

書
を
交
付
し
て
お
り
、
そ
の
発
行
数
は
八
三
〇
枚
に
達
し
て
い
る
。
福
島
県
保
険
医
協
会
の
調
べ
に
よ
っ
て
福
島
県
内
の
状
況
を
み
る
と
、
八

第2表　滞納者に対する給付制限実施状況
　　　　　　　　（昭和62年4月10日現在）
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滋
和

鳥取
香川
愛媛
高知
福岡
佐　賀：　　　49　　　1大　分　　　　58

ｭ児島　　　　96
@　　1沖　縄　　　　53

6
5
3
6

12．2

W．6

R．1

PL3

全国計　　　3，269 140 4．3

資料1「地方自治資料■』874（1987．8．15）

月
三
〇
日
現
在
資
格
証
明
書
を
交
付
し

て
い
る
町
村
は
三
（
岩
瀬
村
三
件
、
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

田
村
八
六
件
、
田
島
町
四
件
）
で
あ
る
。

福
島
県
内
九
〇
市
町
村
の
国
保
事
業
は

一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
度
決
算
で
単

年
度
実
質
一
〇
億
二
三
〇
〇
万
円
の
赤

字
と
な
っ
た
。
赤
字
団
体
数
は
減
少
し

て
い
る
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
税
率
の

大
幅
な
引
上
げ
か
な
さ
れ
た
結
果
、
国

保
税
の
収
納
率
は
前
年
に
比
べ
〇
二
八



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
低
下
を
記
録
し
て
い
る
。
資
格
証
明
書
の
交
付
は
福
島
県
内
で
も
暫
く
増
加
の
傾
向
を
た
ど
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
保
険
給
付
の
差
止
め
を
含
む
右
の
よ
う
な
法
的
措
置
の
は
ら
む
問
題
点
は
、
篠
崎
次
男
氏
（
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
医
療
部
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

長
）
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
第
一
に
、
国
民
皆
保
険
制
度
が
こ
れ
に
よ
っ
て
崩
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
全
国
民
の
四
割
に
近
い

加
入
者
を
擁
す
る
わ
が
国
最
大
の
医
療
保
険
に
お
い
て
、
保
険
対
象
か
ら
事
実
上
除
外
さ
れ
る
者
が
発
生
す
る
こ
と
の
歴
史
的
意
味
は
大
き

い
。
第
二
に
、
医
療
保
障
に
つ
い
て
の
公
的
責
任
が
一
部
解
除
さ
れ
、
民
間
疾
病
保
険
と
の
本
質
的
差
異
が
曖
昧
に
な
る
。
国
保
の
社
会
保
険

と
し
て
の
性
格
が
ね
じ
曲
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
は
医
療
保
険
の
な
か
に
現
物
給
付
で
な
い
現
金
給
付
（
償
還
払
い
）
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
払
い
に
せ
よ
後
払
い
に
せ
よ
、
現
金
給
付
は
低
所
得
者
の
医
療
受
給
権
を
冒
す
可
能
性
の
強
い
こ
と
か
ら

現
物
給
付
が
我
が
国
で
は
原
則
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
原
則
が
つ
き
崩
さ
れ
る
端
緒
と
な
る
懸
念
が
あ
る
。
第
四
に
、
こ
れ
が
地
域
社
会
の

人
間
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
農
村
の
場
合
、
国
保
税
徴
収
は
地
縁
組
織
で
あ
る
納
税
組
合
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
、

と
が
多
く
、
そ
れ
は
な
か
ば
経
済
外
強
制
を
伴
う
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
　
「
悪
質
」
滞
納
者
の
特
定
は
、
地
域
社
会
で
の
人
権
侵
害
、
H

差
別
を
ひ
き
お
こ
す
危
険
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
滞
納
者
対
策
と
い
う
限
定
さ
れ
た
枠
の
中
で
の
現
象
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
問
題
は
こ
の
よ
う
に
軽
視
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
地
域
医
療
保
険
は
あ
く
ま
で
も
住
民
の
相
互
保
険
一
相
互
扶
助
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
一
部
滞
納
者
の
存
在
は
他
の
被
保
険
者
に
と
っ
て
の

迷
惑
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
、
そ
こ
で
は
あ
ら
わ
に
押
し
出
さ
れ
る
。
医
療
保
険
一
元
化
へ
の
改
正
老
健
法
に
よ
る
一
歩
接
近
が
国
保
の
”
自

主
努
力
”
を
促
迫
す
る
構
造
は
先
に
見
た
が
、
こ
れ
が
、
国
連
人
権
規
約
に
も
定
め
ら
れ
た
「
す
べ
て
の
も
の
が
到
達
可
能
な
最
高
水
準
の
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

体
お
よ
び
精
神
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
」
を
制
度
的
に
も
崩
壊
さ
せ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
制
度
改
編
と
国
保
財
政

一
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
1

三
七



一
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
i
・

三
八

一
　
歴
史
的
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
国
民
健
康
保
険
の
沿
革
を
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。
戦
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
「
旧
法
」
）
は
一
九
三
八
（
昭
和
二
二
）
年
に
制
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
い
る
。
被
用
者
保
険
で
あ
る
健
康
保
険
制
度
に
遅
れ
る
こ
と
一
六
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
旧
法
に
あ
っ
て
国
保
は
「
相
扶
共
済
ノ
精
神
二
則

ヤリ
疾
病
、
負
傷
、
分
娩
又
ハ
死
亡
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
」
も
の
と
さ
れ
、
任
意
加
入
が
原
則
で
、
現
金
給
付
・
現
物
給
付
い
ず
れ
も
選
択

可
能
で
あ
り
、
国
庫
か
ら
の
財
政
補
助
は
無
い
に
等
し
か
っ
た
。
そ
の
後
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
の
改
正
で
強
制
加
入
の
道
が
開
か
れ
、
翌

年
度
に
は
全
市
町
村
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
組
合
の
設
立
が
進
ん
だ
が
、
そ
の
じ
つ
保
険
医
療
の
中
身
は
き
わ
め
て
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ

た
。
敗
戦
後
、
地
方
財
政
窮
乏
の
下
で
国
保
は
破
局
的
財
政
危
機
を
迎
え
る
。
が
、
や
が
て
新
憲
法
施
行
後
に
国
保
再
建
の
一
歩
が
踏
み
出
さ

れ
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
市
町
村
公
営
の
原
則
が
確
立
し
、
国
庫
補
助
の
方
向
も
打
ち
出
さ
れ
た
。
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
は
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

方
目
的
税
の
一
つ
と
し
て
国
民
健
康
保
険
税
が
創
設
さ
れ
る
と
同
時
に
、
国
庫
支
出
に
つ
い
て
も
事
務
費
の
全
額
補
助
の
実
現
を
見
た
。
そ
し

て
療
養
給
付
費
に
対
し
助
成
交
付
金
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

国
の
予
算
措
置
と
し
て
の
補
助
で
あ
っ
た
が
、
翌
々
年
度
に
は
療
養
給
付
の
二
割
の
補
助
が
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
続
い
て

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に
旧
法
の
全
面
改
正
に
よ
っ
て
新
た
な
国
民
健
康
保
険
法
（
「
新
法
」
）
の
成
立
を
み
る
。
新
法
で
は
医
療
保
障
は
国

の
責
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
保
事
業
は
市
町
村
へ
の
団
体
委
任
事
務
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
国
は
療
養
給
付
費
の
二
〇
パ

ー
セ
ン
ト
を
負
担
す
る
ほ
か
に
財
政
調
整
交
付
金
に
よ
っ
て
五
。
パ
ー
セ
ン
ト
を
補
助
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
法
的
裏
付
け
の
も
と
で
「
国

民
健
康
保
険
全
国
普
及
四
か
年
計
画
」
が
展
開
さ
れ
、
か
く
て
二
年
後
の
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
に
至
っ
て
国
民
皆
保
険
体
制
が
確
立
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
は
給
付
率
の
改
善
お
よ
び
国
庫
補
助
の
引
上
げ
、
高
額
医
療
費
支
給
制
度
の
発
足
な
ど
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
、
今
次
改

編
前
の
国
保
制
度
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
こ
こ
ま
で
が
国
保
の
発
展
．
拡
充
期
で
、
そ
れ
は
日
本
の
医
療
保
障
の
全
般
的
上
昇
過
程
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
「
皆
保
険
第
一
期
」
の
終
焉

を
告
げ
「
皆
保
険
第
二
期
」
の
開
幕
を
歴
史
に
刻
ん
だ
の
が
老
人
保
健
制
度
の
創
設
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
連
の
行
政
改
革
の

一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
被
用
者
保
険
と
異
り
事
業
主
負
担
が
存
在
し
な
い
た
め
に
多
額
の
国
庫
負
担
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
国
民
健

康
保
険
の
扱
い
が
、
国
庫
支
出
削
減
を
最
重
点
の
目
標
と
す
る
行
政
改
革
の
主
要
な
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
π
昭
和
五
六
）
年
四

月
の
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
第
一
次
答
申
に
お
い
て
早
く
も
「
老
人
保
険
法
案
の
早
期
成
立
を
図
り
、
組
合
健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険
等
、

保
険
者
間
の
負
担
の
公
平
化
を
図
る
。
老
人
医
療
に
お
い
て
も
患
者
一
部
負
担
の
導
入
を
図
り
、
地
方
公
共
団
体
の
老
人
医
療
等
の
単
独
事
業

は
廃
止
す
る
」
と
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
翌
年
四
月
の
臨
調
第
三
部
会
報
告
原
案
で
は
「
国
と
地
方
の
財
源
配
分
及
び
地
方
財
政
の

あ
り
方
」
と
し
て
、
基
準
行
政
と
基
準
外
行
政
と
の
区
別
を
前
提
に
、
地
方
交
付
税
に
よ
っ
て
保
障
済
み
の
基
準
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
超
え
る
基

準
外
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
は
、
地
方
交
付
税
算
定
の
際
に
地
方
に
留
保
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
留
保
財
源
お
よ
び
受
益
者
負
担
、
法
定
外
普
通
税
、

超
過
負
担
、
超
過
課
税
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
は
っ
き
り
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
　
（
こ
の
論
理
を
国
民
健
康
保
険
に
い

わ
ば
適
用
し
た
の
が
、
の
ち
に
登
場
す
る
「
基
準
医
療
費
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
）

　
老
人
保
健
制
度
と
国
民
健
康
保
険
財
政
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
繰
返
さ
な
い
。
次
に
国
保
財
政
に
大
き
な
変
容
を
も

た
ら
し
た
の
が
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
に
創
設
さ
れ
た
退
職
者
医
療
制
度
で
あ
る
。
定
年
な
ど
に
よ
っ
て
被
用
者
保
険
を
離
脱
す
る
高
齢
者

は
、
医
療
を
受
給
す
る
必
要
性
の
高
ま
る
年
齢
に
あ
る
一
方
で
所
得
が
乏
し
い
と
い
う
不
利
な
条
件
を
背
負
っ
た
ま
ま
、
地
域
保
険
で
あ
る
国

保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
国
保
財
政
困
難
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
現
役
時
代
の
医
療

保
険
に
財
政
負
担
金
を
一
部
拠
出
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
退
職
者
医
療
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
保
に
お
け
る
特
別
勘
定
事

業
で
あ
っ
て
、
保
険
給
付
の
実
施
主
体
は
む
ろ
ん
市
町
村
で
あ
る
。
退
職
被
保
険
者
本
人
へ
の
給
付
は
八
割
、
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
外
来
七

割
、
入
院
八
割
と
さ
れ
、
一
般
国
保
を
上
回
る
給
付
水
準
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
将
来
に
お
け
る
医
療
保
険
一
元
化
を
見
越
し
た
数
字
で
あ

　
　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
1

退職者の医療費負担

　　　　　　退　職　後

　（改革前）　　　　　　（退職者医療制度）

一部負担

18％程度

本人保険税（料）

14．5％程度

㊥
拠

出

r　　　一　　　一　　一　　　一　　　一　　　一　　一　　一　　　一

金

㊥

φ

一部負担

　21％程度

本人保険税（料）

　15彩程度

他の人の保険税
　　　　　r料ジ
　19％程度

国

45％

第1図

現役時代

一部負担
11％程度

⑤
保
険
税

（料

）
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

89

％

程
度

（＠

資料二前川尚美『国民健康保険』（現代地方財政講座6）p、220

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

り
、
被
用
者
保
険
で
の
本
人
十
割
給
付
の
廃
止
、
八
割
へ

の
引
下
げ
（
当
面
九
割
）
の
立
法
化
も
同
時
に
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
退
職
者
医
療
制
度
は
国
保
の
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
効

果
を
狙
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
医
療
行
革
の
主
要
な
関
心

は
あ
く
ま
で
も
国
庫
負
担
の
削
減
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

政
府
原
案
に
よ
る
退
職
者
の
医
療
費
負
担
構
成
の
変
化
は

第
1
図
に
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
国
庫
負
担
部
分

と
国
保
の
一
般
被
保
険
者
の
保
険
税
（
料
）
負
担
部
分
と
を
、

被
用
者
保
険
が
肩
替
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
政
府
は
退
職
者
医
療
制
度
へ
の
国
保
被
保
険
者
の
編
入

見
込
み
数
を
四
〇
六
万
二
千
人
と
し
、
そ
の
部
分
に
対
応

す
る
国
庫
負
担
を
カ
ッ
ト
し
た
。
す
な
わ
ち
従
来
国
庫
負

担
総
額
は
医
療
費
ベ
ー
ス
で
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
プ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

臨
時
財
政
調
整
交
付
金
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
医
療
給

ヤ
　
　
　
ヤ

付
費
（
医
療
費
か
ら
患
者
負
担
部
分
を
除
外
し
た
も
の
）

ベ
ー
ス
で
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
。
後
者
は
医
療
費
ベ

ー
ス
に
換
算
す
る
と
三
八
・
五
。
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。



国保の保

険料総額

17，300億F

18，100

18．100

年齢構成格差を是正する制度改正の財政効果

　　　　　　　　　　　国保の保険　　　　制度改正に

改正事項 ﾆする年度よる影響額

多人保険制度の創設　　△10、7％　58　△1，850億円

第3表

年　ナヨ

1，410

　　80
0
　
0

6
　
6

陥
胴

入
設

導
創
更
）
正

58年2月　老人保険制度の創
　　　　　　一部負担の導入
　　　　　　加入者按分率の
59年10月　1退職者医療制度の

60年4月　、加入者按分率の変

59年4月）　（47．2％→44．7％

62年1月　老人保健制度の改
　　　　　　一部負担の変更
　　　　　　加入者按分率の
　　　　　1（44．7％一909

1（59年4月）162年1月 （47．2％→44．7％）

V人保健制度の改正
@一部負担の変更

△11．0
162 1△乞29・ E11　20，900

@　（予算）

9 加入者按分率の変更
1

（44．7％→90％） 1
1

囲　58年度は国保組合を含めた数値

資料　　『週刊社会保障∫閲1450（1987．9．14）p、45

－
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－

と
こ
ろ
が
退
職
者
医
療
制
度
が
蓋
を
あ
け
て
み
る
と
こ
れ
が
大
幅
な
見
込
み
違
い
と
な
り
、

発
足
当
初
の
退
職
被
保
険
者
は
見
込
み
を
三
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
も
下
回
っ
て
、
そ
の
結
果
国

保
へ
の
国
庫
負
担
の
過
剰
削
減
と
い
う
事
態
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
誤
算
の
原
因
に
つ
い
て
「
厚
生
省
は
、
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
の
年
金

受
給
者
に
つ
い
て
は
社
会
保
険
庁
の
調
査
結
果
に
よ
っ
た
が
、
共
済
年
金
等
の
受
給
者
に
つ

い
て
は
デ
ー
タ
の
制
約
か
ら
推
計
値
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
退
職
被
保
険
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

扶
養
率
の
見
込
み
が
太
き
過
ぎ
た
こ
と
等
を
あ
げ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
退
職
後

の
老
齢
年
金
額
が
低
く
年
額
九
〇
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は
息
子
や
娘
の
被
扶
養
者
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
ロ

て
し
ま
い
、
国
保
に
加
入
し
な
い
ケ
ー
ス
の
多
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
退
職
者
晦
療
制
度
の
導
入
は
、
結
局
国
庫
負
担
を
軽
減
す
る
ば
か
り
で
肝
腎
の
国
保

の
財
政
危
機
に
は
却
っ
て
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
国
は
一
定
の
補
填
措
置
を
講
じ
た

が
、
市
町
村
側
の
ダ
メ
ー
ジ
は
容
易
に
回
復
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
が

後
述
す
る
よ
う
な
国
保
税
（
料
）
の
大
幅
引
上
げ
に
連
動
し
て
滞
納
者
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
既
に

見
た
滞
納
者
対
策
展
開
の
最
大
の
背
景
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
厚
生
省
は
こ
の
間
の
諸
制
度
改
革
に
よ
る
国
保
財
政
へ
の
影
響
を
第
3
表
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。
昭
和
六
〇
年
度
に
退
職
者
医
療
制
度
の
影
響
に
よ
る
国
保
の
負
担
増
は
一
四
一

〇
億
円
に
の
ぼ
っ
た
。
六
二
年
度
段
階
で
な
お
一
〇
〇
八
億
円
が
未
補
填
の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
た
が
、
新
た
な
都
道
府
県
負
担
の
導
入
（
後
述
）
と
引
換
え
に
、
同
年
度
補
正
予
算
で
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
一

う
や
く
措
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（二〕

国
民
健
康
保
険
の
特
質
と
財
政
危
機

四
二

　
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
国
民
健
康
保
険
の
構
造
的
特
質
は
、
被
保
険
者
に
低
所
得
者
と
高
齢
者
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
第
4
表
は
各
制
度

の
老
人
比
率
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
国
保
の
老
人
比
率
は
政
管
健
保
の
二
・
七
倍
、
組
合
健
保
の
実
に
四
倍
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
被
保
険

者
の
職
業
構
成
（
第
5
表
）
を
み
る
と
、
こ
の
二
〇
年
間
に
著
し
い
構
造
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
被
用
者
（
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
従
業
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
比
率
が
二
倍
に
な
り
、
無
職
（
年
金
受
給
者
等
）
の
そ

第4表　制度別老人割合の推移
　　　　　　　　　　　　　　（％）

年度 国　保 政　管 組　合 平　均
1
　
　
0
　
　
【
U
　
　
O
4
　
　
5
　
　
『
U
　
　
6

5．3

V．4

X．4

P1．5

2．4

R．4

R．9

S．3

2．5

Q．7

Q．9

Q．9

3．9

S．8

T．7

U．7

資料一「地方自治資料』閲878（1987．10．15〕

第5表　国保加入者職業構成の推移

　　　　　　　　　（各年度9月末現在　％）

年度 昭40 50 55 60

農林水産業 5L2 27．4 19．7 16．0

自　営　業 26．3 34．7 36．9 35．6

被　用　者 14．4 27．2 30．1 28．3

その他の職業 4．7 4．6 3．4 3．6

無　　　　職 3．4 6．1 9．9 16．5

㈱自営業：弁護士，税理士，商店経営等

　その他：保険外交員，文筆業，寺院等

資料1第4表と同じ

れ
が
五
倍
近
く
に
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

は
お
お
む
ね
低
所
得
者
で
あ
り
、
・
高
齢
者
増
に
よ
る
医
療

費
膨
張
を
支
え
る
国
保
の
財
政
基
盤
の
脆
弱
化
を
そ
れ
は

物
語
っ
て
い
る
。
市
町
村
税
非
課
税
ラ
イ
ン
以
下
の
世
帯

は
一
貫
し
て
増
大
し
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
度
に
は

一
一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
の
が
一
九
八
六
（
昭
和
六
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

年
度
に
は
実
に
四
一
丁
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ん
で
い
る
。

全
国
市
長
会
の
指
摘
に
よ
れ
ば
さ
ら
に
「
国
民
健
康
保
険

の
二
極
分
化
」
が
進
行
し
て
い
る
。
被
保
険
者
数
五
万
人

以
上
の
都
市
国
保
が
一
九
六
↓
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で

の
間
些
三
増
加
し
、
四
千
人
未
満
町
村
国
保
も
八
一
四



第2図　国民医療費財源構成比（公費部分）の推移40

1方地

国庫支出＋地方支出

　　　　×100国民医療費
　　　　　＼
　　　　　＼　　　　　、　　　　　　＼　　　　　　、　　　　　　＼

国

35

30

25

！
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
1
－

20

15

雄
％

三重±±1主圭塾主皇土±凶酋凶西内内内内内酋五五右左蓋主五雲左右六
九〇一二三四五六ヒ八九〇一二三四五六七八九〇一二三四五六七八九〇

　資料：厚生省統計清報部1昭和60年度国民医療費」　『社会保険旬報』』1582（1987．7．1）p．29

昭
和

の
増
、
う
ち
千
人
未
満
も
一
〇
六
の
増
加
を

み
た
の
に
対
し
、
中
間
規
模
の
保
険
者
は
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

一
〇
〇
〇
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
経

済
の
格
差
拡
大
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
が
と
く
に
農
村
部
の
零
細
保
険
者
の
国

保
運
営
に
困
難
の
度
を
加
え
る
要
因
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。

　
第
2
図
は
国
民
医
療
費
の
財
源
の
う
ち
公

費
部
分
の
構
成
比
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
　
｝
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
度
改
革
を

境
に
し
て
公
費
支
出
の
抑
制
お
よ
び
国
庫
負

担
の
転
嫁
の
動
き
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ

る
。
国
民
医
療
費
は
昭
和
5
8
／
5
9
年
度
五
四

九
四
億
円
、
5
9
／
6
0
年
度
九
二
二
七
億
円
と

ふ
え
続
け
て
い
る
か
ら
、
地
方
団
体
（
市
町

村
）
の
負
担
は
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
大

き
く
な
っ
た
。
と
く
に
5
9
／
6
0
年
度
の
地
方

負
担
増
は
一
一
七
二
億
円
に
の
ぼ
り
（
前
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



国保状況

梁　川　町 保　原　町 霊　山　町 月　舘　町 川　俣　町 飯　野　町

V－1 、・］一3 皿一1 H－1 V－3 H－3
3，607（66．7） 3，421（54．4） 1，846（68．7） 934（72．2） 3，015（57．5） 1，075（60．7）1

@　　　　　　　　　1

12，534（54．8） 12，456（50．9） 6，028（52．1） 3，111（55．7） 8，945（43．5） 3，165（42．2）

13．4 13．06 14．48 14．2 14．2 17．2

7 10．32 10．21 8．24 14．2 11

26 26．72 30．07 28．91 30．7 31

19 18．53 20．68 20．56 18．2 20

33 29．52 29．43 31．58 24．9 26

9．55
｝　15 ｝　14．91 ｝　10．71 12．0 ｝　12

0．01

4．39　40 5．28：40 6．32i40 5．05　40 6．80　40 4．83i40

42．09　10 36．28i10 40．30i10 30．68　10 43．00　10 35．33i10

19，600　35 22，187　35 20，565i35 16，581　35 23，400　35 18，145i35

29，500　15 29，536　15 29，056　15 23，781　15 30，500　15 23，016i15

168，994 172，085 173，327 146，928 169，781 139，550

48，621 56，552 53，079 44，121 56，011 47，150

3．00 4．01 3．79 4．00 4．91 4．78

4．00 3．23 2．95 3．85 4．47 4．26

97．4 95．50 98．31 99．85 95．6 97．4

17，439 80，107 12，414 0 21，265 8，264

13．4 22．6 23．9 2．1 0．8 △0．9

19．4 17．6 28．6 10．4 28．0 14．9

18．7 20．9 24．6 25．5 45．8 20．3

5．5 11．1 3．9 17．0 6．6 12．1

69．7 93．5 106．2 65．6 100．4 53．5

99，573 97，361 98，936 82，669 101，293 93，662

70，600 68，541 70，109 58，135 72，540 66，924

78，625 75，102 75，971 63，131 80，217 73，743
1
2
3
2
．
7
　
， 1，292．4 1，254．5 1，157．8 1，225．8 1，114．0

350，232 348，416 366，247 331，881 421，774 308，019

1　（130） 4（583） 0　（0） 0　（0） 2（220） 0　（0）

9　（24） 10（45） 6　（23） 3　（26） 11（24） 3　〔7）

和62）年度。Vは軽減額．軽減前の保険税総額。

1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
f

四
四



第6表　福島市および伊達郡各町の

－
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－

四
五

福　島　市 桑　折　萌伊　達　町 国　見　町

〔市〕 町 村　類　型 〔V一一3〕 IY一一3 皿一3 m一一2

防副 旗1入世帯数（比率） 34，540（41．8） 2，202（55．3〕 1，470（5L4） 1，800（62．2）

1
i入

� 加入名数（比率） 86，164（31．8） 5，990（40．1） 3，827（36、8） 5，648（47．1）

況
1
　
1

加入者中70歳以ヒ割合19∂ 15．02 15．6 17．26 14．5

加 所得なし 16．3 16．4 15．85 9．4

　入

且ﾒ ～100万円未満 25．8 25．8 27．01 23．6

I
I

得年

ﾊ問 100～150万円〃 15．6 16．6 15．24 16．3

．
構
成

150～3（｝0万円〃 24．4 28．3 27．96 31．5

比
（

300～500万円〃 10．6 9．4 8．63
Oズ
Eo 1　19．2

1

） 500万円以上 7．3 3．5 5．31

所得割（％）　　按 8．47i58 5．24i45 4．85i42 5．16140
国
1
保
i

　　　　　　　　分
綜Y割（％）　率 47．1gi14 33．59110 39．72…13 37．24i10

皿 　1
ﾅ
1

均等割（円）　（@　　　　　　　％
12，800i17 18，856i30 20．525130 22，091i35

率
！
　
ヨ
　
！
　
1

　　　　　　　　）ｽ等割（円） 21．000111 25．769115 27，115i15 30．107115

国保税 一世帯当り（円） 152，403 148，762 149，739 174，646
Iv

負担額 一人当り（円） 61，111 54，744 57，667 55，770

国保税 一　般　分（％） 3．54 3．82 4．54 2．64

V
軽減率 退　職　分（％） 1．65 2．76 2．40 2．28

国保税 収　納　率（％） 91．1 97．16 94．43 99．3

、1

収納状況 累積滞納額（千円） 1，220，000 19，192 27，000 5，789

国 昭和58／59年度 △　0．3 10．1 12．7 7．3

引 保 59／60 3．6 22．3 21．1 11．6

、1
上

税 60／61 29．7 12．6 18．5 10．3

率

61／62 8．3 1．0 87．7 12．5

〔％
） 58～62年度 45．2 53．1 58．1 48．7

一 療 養　諸　費　1円1 109，916 97，399 110，174 96，778

、E

医人

ﾃ当
@り

う　ち保険者負担分IAl

`＋高額医療費

78，616

W7，657

69，207

V5，514

78，706

W7，965

68，436

V5，630

Ix

藪
療
費

受　診　率1％1

齔l当り費用額1円1

1461．47451，242 1，521．7

R75，784

1，415．9

S14，898

1，593．7

R38，685

X
の状況

医療施設 病院数（病床数）

P診療所数（病床数）

24（4197）

Q53（1003）

0　（0）

R　（19）

0（0）

P0（68）

1（429）

T（11）

㈱　V・圃・K・Xは1985（昭和60）年度。1・H・Wは1986（昭和61）年度。HI・IVは1987

　　（資料）福島医療生協調べ、および福島県保健環境部『衛生行政の概況・昭和61年版』



　
　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

度
は
四
九
七
億
円
増
）
、
国
保
の
保
険
税
（
料
）
は
さ
ら
に
一
八
一
二
億
円
も
増
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
保
険
税
（
料
）
を
ふ
や
し
て
も

な
お
国
保
の
赤
字
保
険
者
数
は
増
加
し
（
五
九
年
度
四
〇
二
、
六
〇
年
度
四
四
六
）
赤
字
金
額
も
四
九
八
億
円
か
ら
九
三
二
億
円
へ
と
ほ
ぼ
倍

　
　
（
2
1
）

増
し
た
。

　
さ
て
以
上
の
全
国
的
な
動
向
を
、
具
体
的
に
福
島
県
の
状
況
の
な
か
で
検
証
し
て
み
よ
う
。
第
6
表
は
福
島
市
お
よ
び
伊
達
郡
九
町
の
国
保

関
係
の
主
要
な
数
値
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
桑
折
・
伊
達
・
国
見
・
梁
川
・
保
原
の
五
町
が
福
島
盆
地
の
北
東
縁
に
位
置
し
、
国
道
四

号
線
と
J
R
東
北
線
沿
線
の
比
較
的
平
坦
な
土
地
柄
で
あ
る
の
に
対
し
、
霊
山
・
月
舘
・
川
俣
・
飯
野
の
四
町
は
阿
武
隈
山
地
の
山
間
に
存
在

す
る
地
方
公
共
団
体
で
、
両
者
は
か
な
り
異
る
地
域
性
を
有
し
て
い
る
。
表
の
最
上
段
の
「
市
町
村
類
型
」
は
「
類
似
団
体
別
市
町
村
財
政
指

数
表
」
に
基
く
も
の
で
、
ロ
ー
マ
数
字
は
人
口
規
模
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
産
業
構
造
高
度
化
の
水
準
を
示
す
（
い
ず
れ
も
数
値
の
大
き
い
方

が
人
口
が
多
く
都
市
化
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
。
梁
川
・
霊
山
・
月
舘
三
町
が
産
業
面
か
ら
み
て
農
村
的
性
格
の
強
い
地
域
で

あ
る
。
川
俣
・
飯
野
両
町
は
山
間
部
に
あ
り
な
が
ら
も
、
地
場
産
業
で
あ
る
絹
織
物
業
の
存
在
に
よ
っ
て
比
較
的
第
一
次
産
業
比
率
の
低
い
土

地
に
な
っ
て
い
る
。
福
島
市
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
七
万
近
い
人
日
を
擁
す
る
県
庁
所
在
地
・
地
方
中
心
都
市
で
あ
る
。

　
さ
て
表
で
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
皿
の
国
保
税
率
引
上
げ
状
況
で
あ
る
。
霊
山
・
川
俣
両
町
は
こ
の
四
年
間
で
一
人
当
り
保
険
税
が
二
倍
以

上
に
な
っ
て
い
る
。
保
原
町
も
ほ
ぼ
倍
増
で
あ
る
。
変
化
を
最
も
典
型
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
川
俣
・
保
原
に
つ
い
て
少
し
検
討
し

て
み
よ
う
。
両
町
の
国
保
税
収
納
率
と
累
積
滞
納
額
の
動
き
を
第
3
図
に
示
す
。
川
俣
町
は
か
つ
て
絹
織
物
業
で
栄
え
た
町
で
あ
る
が
、
高
度

成
長
期
以
来
、
化
学
繊
維
の
普
及
と
輸
出
市
場
の
狭
隘
化
、
近
年
は
ア
ジ
ア
N
I
C
S
の
追
い
上
げ
や
円
高
に
よ
っ
て
絹
業
が
大
き
な
打
撃
を

被
り
、
零
細
家
族
経
営
が
大
半
を
占
め
る
こ
の
地
域
の
業
者
と
労
働
者
は
、
い
ま
き
わ
め
て
不
安
定
か
つ
困
難
な
局
面
に
置
か
れ
て
い
る
。
第

6
表
の
H
で
国
保
加
入
者
の
所
得
階
層
分
布
を
み
れ
ば
、
「
所
得
な
し
」
お
よ
び
一
〇
〇
万
円
未
満
で
す
で
に
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。

し
か
も
皿
の
国
保
税
の
内
部
構
成
で
は
、
均
等
割
・
平
等
割
（
合
せ
て
応
益
割
－
－
…
所
得
お
よ
び
資
産
ゼ
ロ
で
も
賦
課
さ
れ
る
部
分
）
の
い
ず
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九
・
六
〇
）
年
度
に
支
払
基
金
を
と
り
崩
し
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
度
に
大
幅
な
税
率
引
上
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

か
ら
の
き
き
と
り
に
よ
れ
ば
、
織
物
関
係
業
者
と
単
純
労
務
作
業
者
の
生
活
困
窮
が
顕
著
で
、
と
り
わ
け
中
小
零
細
織
物
業
者
は

い
に
連
帯
保
証
人
に
な
り
合
う
こ
と
）
に
よ
っ
て
支
え
合
っ
て
お
り
、
一
軒
差
押
え
を
す
れ
ば
連
鎖
倒
産
の
恐
れ
が
あ
る
－
－
1
と
い
う
よ
り
以

前
に
、
抵
当
権
が
幾
重
に
も
錯
綜
し
て
い
て
役
場
の
出
る
幕
が
も
と
も
と
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
徴
収
を
強
化
す
る
と
国
保
脱
退
（
保

険
証
返
上
）
を
主
張
す
る
被
保
険
者
が
続
出
し
て
滞
納
を
却
っ
て
ふ
や
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
。

　
　
　
　
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七

れ
も
一
〇
市
町
村
の
最
高
額
に
な
っ
て
い
る
。

他
方
四
・
朕
の
欄
で
み
る
川
俣
町
の
医
療
費

は
、
一
人
当
り
老
人
医
療
費
が
比
較
的
大
き

く
、
老
人
を
除
く
医
療
費
も
九
町
の
中
で
は

相
対
的
に
高
い
数
字
を
示
し
て
い
る
。
　
（
も

っ
と
も
、
特
に
際
立
っ
て
高
い
と
は
言
え
な

い
。
）
こ
う
し
た
状
況
で
国
保
税
収
納
率
の

低
下
す
る
の
は
当
然
の
成
行
き
で
あ
り
、
か

く
て
滞
納
の
累
増
と
税
率
引
上
げ
の
悪
循
環

が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
保
険
税
滞
納
世
帯

は
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
度
か
ら
一
九
八

六
（
昭
和
六
一
）
年
度
ま
で
に
七
倍
以
上
に
ふ

え
た
。
町
当
局
は
一
九
八
四
・
八
五
（
昭
和
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
場
の
税
務
担
当
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
相
保
証
」
（
互



　
　
　
r
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
保
原
町
は
累
積
滞
納
額
が
（
福
島
市
は
別
格
と
し
て
）
か
な
り
多
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
住
民
の
転
出
入
の
激
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
滞
納
者
は
市
街
地
に
多
い
。
借
家
人
が
多
く
市
街
地
の
納
税
組
合
加
入
率
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
る
程
度
で
し
か
な
い
。
一
般

に
農
村
部
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
納
税
貯
蓄
組
合
の
組
織
ル
ー
ト
で
の
国
保
税
徴
収
が
効
力
を
発
揮
す
る
傾
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
か

ば
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
た
保
原
町
で
は
行
政
区
単
位
の
保
健
協
力
員
（
計
一
一
六
人
）
を
通
じ
て
収
納
率
向
上
努
力
を
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）

年
度
に
開
始
し
現
年
分
収
納
率
の
低
下
に
歯
止
め
を
か
け
た
と
は
い
え
、
滞
納
の
累
積
は
防
ぐ
べ
く
も
な
か
っ
た
。
因
に
保
原
町
の
場
合
、

退
職
者
医
療
制
度
に
よ
る
国
庫
負
担
削
減
の
実
質
影
響
額
は
初
年
度
半
年
分
（
制
度
発
足
は
五
九
年
十
月
）
で
一
六
四
三
万
円
余
に
上
っ
て
い

る
。　

第
6
表
で
異
色
な
の
が
月
舘
町
で
あ
る
。
一
人
当
り
国
保
税
が
最
低
額
で
収
納
率
は
『
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
、
累
積
滞
納
額
ゼ
ロ
と
い
う

実
績
を
見
せ
て
い
る
。
町
長
は
福
島
県
国
保
連
合
会
の
会
長
を
つ
と
め
、
厚
生
省
の
老
人
保
健
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。
月
舘
町
は
文

字
ど
お
り
山
ま
た
山
の
農
村
地
域
で
国
保
加
入
率
は
郡
内
随
一
、
医
療
費
の
伸
び
率
は
郡
内
で
一
番
低
く
県
内
で
も
有
数
で
あ
る
。
医
療
費
の

大
小
と
医
療
施
設
分
布
と
の
関
連
（
表
で
は
田
・
R
と
X
の
関
係
）
は
、
今
回
の
調
査
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
材
料
を
得
る
に
至
ら
な
か

っ
た
。
庚
療
施
設
の
整
備
の
お
く
れ
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
手
段
の
不
備
が
医
療
費
を
ひ
と
ま
ず
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
う
し
た
事
情
だ
け
が
事
態
を
決
定
す
る
と
い
っ
て
し
ま
う
の
も
躊
躇
さ
れ
る
。

　
さ
て
最
後
に
福
島
市
だ
が
、
表
で
見
る
と
お
り
被
用
者
保
険
の
シ
ェ
ア
が
大
き
く
国
保
加
入
率
は
郡
部
と
比
べ
れ
ば
大
幅
に
低
い
。
国
保
被

保
険
者
に
は
低
所
得
層
が
｝
段
と
多
く
（
一
〇
〇
万
円
未
満
が
約
半
数
）
収
納
率
は
九
一
パ
ー
セ
ン
ト
そ
こ
そ
こ
で
累
積
滞
納
額
は
一
二
億
円

余
に
の
ぼ
る
。
一
人
当
り
医
療
費
も
か
な
り
高
い
水
準
で
、
と
く
に
老
人
の
そ
れ
は
十
市
町
の
う
ち
最
大
で
あ
る
。
福
島
市
の
場
合
、
退
職
者

医
療
制
度
に
よ
る
影
響
は
第
下
表
の
と
お
り
三
年
累
積
で
実
質
八
徳
七
六
〇
〇
万
円
ほ
ど
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
累
積
滞
納
額
の
七
二
パ
ー

セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。
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以
上
み
て
き
た
と
お
り
、
特
に
低
所
得
者
層
の
比
率
の
高
い
こ
と
が
構
造
的
要
因
と
な
り
、
そ
こ

へ
退
職
者
医
療
制
度
の
イ
と
ハ
ク
ト
が
作
用
し
て
、
福
島
県
北
の
自
治
体
は
一
様
に
国
保
税
率
の
大
幅

引
上
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
徴
税
当
局
と
被
保
険
者
と
の
間
の
矛
盾
を
深
め
る
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
い
つ
ま
で
も
放
置
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
早
晩
何
ら
か
の
政
策
的
・
制
度
的
手
立
て

が
構
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
国
民
健
康
保
険
ひ
い
て
は
わ
が
国
の
医
療
保

障
の
将
来
構
想
に
か
か
わ
る
当
面
の
議
論
に
触
れ
て
み
よ
う
。

三
　
新
段
階
の
国
保
改
革
構
想

老
人
比
率
の
高
さ
と
低
所
得
層
の
多
い
こ
と
が
国
保
財
政
困
難
の
構
造
的
要
因
で
あ
る
こ
と
は
前
に

も
触
れ
た
。
被
用
者
保
険
と
異
な
り
保
険
税
（
料
）
の
源
泉
徴
収
が
出
来
な
い
こ
と
や
被
保
険
者
の
流
動
の
激
し
い
こ
と
な
ど
が
さ
ら
に
副
次
的

要
因
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
国
保
特
有
の
事
情
が
医
療
費
の
公
的
支
出
の
増
大
に
直
結
す
る
構
造
を
い
か
に
し
て
改
編
す
る
か
、
そ
れ

が
自
由
民
主
党
「
国
民
医
療
政
策
大
綱
」
（
一
九
六
九
年
）
以
来
の
厚
生
当
局
お
よ
び
財
政
当
局
の
一
貫
し
た
課
題
意
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
向

に
沿
っ
た
制
度
改
革
が
今
日
急
チ
ン
ボ
で
実
施
さ
れ
つ
つ
あ
る
わ
け
だ
が
、
厚
生
省
が
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
十
月
に
国
保
改
革
案
－
一
福

祉
医
療
制
度
の
創
設
と
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
の
導
入
…
－
－
を
公
式
に
提
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
国
保
を
め
ぐ
る
論
議
は
新
た
な
段
階
に
入
っ

た
。
福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て
厚
生
省
は
す
で
に
そ
の
前
年
四
月
の
「
高
齢
者
対
策
企
画
推
進
本
部
報
告
書
」
に
お
い
て
「
医
療
保
険
制
度
に

お
け
る
所
定
の
保
険
料
負
担
又
は
一
部
負
担
が
困
難
な
者
を
対
象
と
す
る
福
祉
医
療
制
度
（
仮
称
）
の
創
設
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
あ
わ
せ

て
、
公
費
負
担
医
療
、
生
活
保
護
の
医
療
扶
助
制
度
の
基
本
的
見
直
し
を
行
う
」
と
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
導
入
の
根

　
　
　
！
1
改
編
ド
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

拠
に
関
し
て
は
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
六
月
の
同
省
「
国
民
医
療
総
合
対
策
本
部
中
間
報
告
」
に
「
長
期
入
院
の
是
正
」
の
文
脈
の
中
で
明

示
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。

　
保
険
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
側
の
見
解
の
一
つ
を
こ
こ
で
一
瞥
し
よ
う
。
全
国
市
長
会
国
民
健
康
保
険
対
策
特
別
委
員
会
が
、
一
九
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

（
昭
和
六
二
）
年
十
月
に
報
告
書
「
医
療
保
険
制
度
の
一
元
化
と
国
保
制
度
の
あ
り
方
」
を
公
表
し
た
。
　
報
告
書
は
、
国
保
の
構
造
問
題
の
一

つ
で
あ
る
老
人
比
率
要
因
に
つ
い
て
は
老
人
保
健
制
度
の
創
設
お
よ
び
加
入
者
按
分
率
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
評
価

し
た
う
え
で
、
も
う
一
つ
の
低
所
得
者
要
因
の
一
層
の
深
刻
化
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
前
掲
の
「
高
齢
者
対
策
企
画
推
進
本
部
報
告
」
に
お

い
て
、
現
在
国
保
に
加
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
五
人
未
満
事
業
所
従
業
員
に
も
被
用
者
保
険
制
度
を
適
用
す
る
方
針
が
提
起
さ
れ
、
法
人

事
業
所
に
つ
い
て
は
す
で
に
段
階
的
実
施
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
、
国
保
の
保
険
者
の
中
で
は
比
較
的
安
定
し
た
所
得
を
も
つ
層
で
あ

っ
た
労
働
者
と
一
部
自
営
業
者
を
国
保
か
ら
切
り
離
し
、
国
保
の
「
ス
リ
ム
化
」
の
帰
結
と
し
て
国
保
の
「
ス
ラ
ム
化
」
へ
の
道
を
開
く
も
の

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
の
上
に
立
っ
て
報
告
書
は
、
医
療
保
険
二
兀
化
の
方
途
と
し
て
、
①
社
会
保
険
方
式
の

解
体
、
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
方
式
へ
の
転
換
　
②
社
会
保
険
方
式
を
維
持
し
た
上
で
の
制
度
一
本
化
、
　
「
国
民
保
険
」
の
創
設
　
③
現
行
の
多

元
的
制
度
の
枠
組
の
中
で
の
給
付
と
負
担
の
公
平
化
、
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
フ
を
挙
げ
、
①
②
を
い
ず
れ
も
非
現
実
的
な
い
し
不
合
理
で
あ
る

と
斥
け
て
③
の
線
上
で
の
財
政
力
格
差
（
制
度
間
お
よ
び
各
保
険
者
間
の
そ
れ
）
の
調
整
方
法
の
検
討
に
す
す
む
。
そ
し
て
”
経
営
努
力
”
要

因
に
由
来
す
る
格
差
を
調
整
対
象
外
と
し
た
上
で
、
構
造
的
格
差
要
因
を
対
象
と
す
る
有
効
な
財
政
調
整
シ
ス
テ
ム
の
必
要
が
提
起
さ
れ
る
。

一
つ
は
老
人
保
健
制
度
の
「
六
五
歳
以
上
」
へ
の
拡
大
に
よ
る
「
高
齢
者
保
健
医
療
保
障
体
系
の
一
本
化
」
　
（
退
職
者
医
療
制
度
の
は
ら
む
高

齢
者
問
題
の
解
消
）
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
国
保
の
低
所
得
者
対
策
で
あ
り
、
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
低
所
得
者
層
に
対
す

る
抜
本
対
策
の
基
本
的
方
向
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
一
定
所
得
以
下
の
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
者
と
同
様
に
一
般
被
保
険
者

と
は
分
離
し
、
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
負
担
を
前
提
と
し
つ
つ
、
併
せ
て
何
ら
か
の
援
護
的
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と



に
な
ろ
う
。
」
こ
の
考
え
方
は
、
厚
生
省
の
福
祉
医
療
制
度
の
発
想
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
り
、
厚
生
省
構
想
の
呼
び
水
の
役
割
を
自
ら
買
っ

て
出
る
よ
う
な
も
の
だ
と
の
批
判
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
団
体
（
と
く
に
市
町
村
）
負
担
の
増
大
　
　
い
い
か
え
れ
ば
国
庫
補
助
の

削
減
を
伴
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
低
所
得
層
を
”
福
祉
的
”
領
域
に
追
い
や
り
た
い
と
い
う
市
当
局
の
本
音
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
厚
生
省
は
、
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
度
中
の
実
施
を
目
指
し
て
国
保
改
革
案
の
検
討
を
す
す
め
た
。
そ
の
際
に
焦
点
と
な
っ
た
の
が
国

保
へ
の
都
道
府
県
負
担
の
導
入
問
題
で
あ
る
。
　
「
国
保
は
低
所
得
者
の
加
入
が
増
え
て
お
り
、
福
祉
的
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

福
祉
制
度
と
同
様
に
都
道
府
県
の
カ
を
借
り
た
い
」
と
い
う
の
が
厚
生
省
側
の
基
本
的
論
理
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
福
祉
医
療
制
度
へ
の
都
道

府
県
負
担
導
入
、
小
規
模
保
険
者
の
国
保
運
営
を
一
括
し
て
都
道
府
県
に
委
ね
る
二
部
県
営
化
構
想
」
、
高
額
医
療
費
共
同
事
業
（
現
行
で
は

都
道
府
県
の
国
保
連
合
会
が
事
業
主
体
）
の
県
営
移
管
な
ど
か
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
ト
月
に
…
応
の
成
案
と
し
て
国
保
問
題
懇
談
会
（
厚
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
）
に
提
示
さ
れ
た
の
が
問
題
の
構
想
で
あ
る
。

　
国
は
戦
前
の
旧
国
保
法
の
理
念
で
あ
っ
た
「
相
扶
共
済
」
原
則
を
楯
に
国
保
諸
対
策
を
推
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
国
保
危
機
の

中
で
こ
の
原
則
の
破
綻
を
公
然
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
相
扶
共
済
を
原
則
と
す
る
社
会
保
険
の
原
理
の
み
で
は
対
応
か

困
難
」
で
あ
る
と
の
状
況
判
断
の
ト
に
福
祉
医
療
制
度
を
国
保
内
に
創
設
し
て
、
現
在
所
得
の
低
さ
か
ら
保
険
税
（
料
）
の
軽
減
制
度
の
適
用
を

受
け
て
い
る
被
保
険
者
約
四
七
〇
万
人
（
六
割
軽
減
世
帯
に
限
れ
ば
二
六
〇
万
人
）
を
そ
れ
に
編
入
し
、
こ
の
部
分
に
係
る
医
療
給
付
の
費
用

は
当
該
低
所
得
者
の
保
険
税
（
料
）
以
外
は
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
が
公
費
で
負
担
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
低
所
得
者
分
の

医
療
費
分
担
か
ら
”
］
般
”
被
保
険
者
を
解
放
す
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
福
祉
医
療
制
度
に
お
け
る
保
険
税
（
料
）
は
「
現
行
程
度
」
の
水
準

と
さ
れ
て
お
り
（
患
者
一
部
負
担
実
質
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
。
保
険
税
負
担
割
合
ニ
ズ
ー
セ
ン
ト
ー
1
一
般
被
保
険
者
は
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
！

1
は
据
置
き
）
、
保
険
税
（
料
）
の
負
担
軽
減
は
図
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
る
公
費
支
出
の
増
加
分
の
一
部
を
都
道
府
県
が
負
担
す
る
と

　
　
　
1
改
編
ド
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
i
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
構
想
の
第
二
の
柱
が
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
行
の
調
整
交
付
金
に
よ
る
財
政
調
整
を
、
年
齢
構
成
の
差
に
起
因
す
る
財

政
格
差
是
正
と
い
う
機
能
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
要
因
か
ら
生
じ
る
格
差
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
保
険
料
、
都
道
府
県
．
市
町
村
の
共
同
負

担
と
し
て
国
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
　
「
年
齢
階
級
別
一
人
当
た
り
医
療
費
を
全
国
平
均
と
し
た
場
合
の
当

該
市
町
村
国
保
の
医
療
費
総
額
」
を
「
基
準
医
療
費
」
と
定
義
し
、
各
市
町
村
で
こ
れ
を
超
え
る
医
療
費
を
出
し
た
場
合
は
そ
の
差
額
に
つ
い

て
右
の
措
置
を
と
る
と
い
う
方
法
で
行
う
。
該
当
す
る
保
険
者
は
現
状
で
は
約
一
〇
〇
〇
程
度
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
第
三
の
柱
は
国
保
の
給
付
改
善
で
、
国
保
本
人
の
給
付
水
準
を
被
用
者
保
険
並
み
の
八
割
程
度
（
と
い
っ
て
も
現
行
は
暫
定
九
割
と
さ
れ
て

い
る
が
）
に
引
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
昭
和
六
十
年
代
後
半
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
医
療
保
険
制
度
の
一
元
化
を
実
現

さ
せ
た
い
」
と
す
る
厚
生
省
の
意
向
を
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四
に
、
構
想
に
は
老
人
保
険
拠
出
金
へ
の
国
庫
負
担
の
切
下
げ
が
含
ま
れ

て
い
る
。

　
以
上
の
改
編
に
よ
っ
て
医
療
費
の
負
担
区
分
が
ど
う
変
化
す
る
か
は
、
福
祉
医
療
制
度
で
の
国
と
自
治
体
の
負
担
割
合
を
ど
の
よ
う
に
定
め

る
か
、
ま
た
地
域
差
調
整
に
お
け
る
超
過
部
分
の
保
険
税
（
料
）
と
自
治
体
の
負
担
割
合
が
ど
う
な
る
か
、
ま
た
給
付
水
準
を
実
効
八
割
と
す
る

か
そ
れ
と
も
定
率
八
割
プ
ラ
ス
高
額
療
養
費
と
す
る
か
等
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
国
庫
負
担
は
最
大
で
一
六
〇
〇
億

円
の
軽
減
と
な
り
、
都
道
府
県
・
市
町
村
の
負
担
は
最
大
で
そ
れ
ぞ
れ
一
六
〇
〇
億
円
ず
つ
の
増
大
、
保
険
税
（
料
）
負
担
も
同
じ
く
最
大
六
五

〇
億
円
の
増
に
な
る
と
い
う
試
算
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
六
二
年
度
予
算
ベ
ー
ス
）
。
因
に
福
祉
医
療
制
度
に
よ
る
一
般
被
保
険
者
の

保
険
税
（
料
）
負
担
軽
減
一
－
と
い
っ
て
も
実
際
に
税
率
引
下
げ
に
な
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
だ
が
　
　
は
一
五
〇
〇
億
円
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
国
保
改
革
構
想
は
、
国
庫
負
担
の
地
方
へ
の
転
嫁
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
地
方
公
共
団
体
側

の
強
い
批
判
を
当
然
呼
び
お
こ
し
た
。
国
庫
負
担
の
増
大
を
も
た
ら
す
給
付
水
準
引
上
げ
が
構
想
に
盛
ら
れ
て
い
る
点
は
や
や
唐
突
で
異
和
感



が
あ
り
、
大
蔵
省
サ
イ
ド
か
ら
見
れ
ば
問
題
外
で
あ
ろ
う
。
大
蔵
省
は
、
　
「
地
域
の
医
療
計
画
の
策
定
権
限
を
持
つ
都
道
府
県
が
医
療
費
を
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

担
す
れ
ば
、
国
保
の
医
療
費
の
膨
張
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
る
と
み
て
」
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
導
入
を
是
認
す
る
一
方
、
地
方
へ
の

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
「
地
域
差
調
整
特
別
交
付
金
制
度
」
を
特
別
交
付
税
方
式
に
準
じ
て
設
け
る
方
針
で
臨
ん
で
い
る
。

　
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
度
政
府
予
算
案
に
お
い
て
は
、
厚
生
・
大
蔵
・
自
治
三
省
の
妥
協
に
よ
り
結
局
次
の
よ
う
な
措
置
が
盛
ら
れ
る
こ
．

　
　
　
　
（
2
6
）

と
と
な
っ
た
。

　
①
保
険
基
盤
安
定
制
度
（
軽
減
保
険
料
補
助
）
の
創
設
。
低
所
得
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
保
険
税
（
料
）
軽
減
制
度
に
よ
る
軽
減
額
の
補
填
財

源
と
し
て
一
〇
〇
〇
億
円
の
公
費
補
助
を
行
う
。
内
訳
は
国
⊥
2
、
都
道
府
県
1
一
4
、
市
町
村
⊥
4
だ
が
、
「
国
に
お
い
て
は
補
助
対
象
額
を

療
養
給
付
費
の
額
か
ら
控
除
し
、
改
正
の
前
後
で
ト
ー
タ
ル
の
国
庫
の
負
担
割
合
二
分
の
一
を
維
持
す
る
。
」
（
国
庫
負
担
不
変
、
都
道
府
県
・

市
町
村
各
二
五
〇
億
円
増
、
保
険
税
・
料
五
〇
〇
億
円
減
　
　
昭
和
六
三
年
度
ベ
ー
ス
。
）
　
②
地
域
医
療
費
適
正
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
。
平

均
医
療
費
（
基
準
医
療
費
）
を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
以
上
超
え
る
高
医
療
費
の
生
じ
た
地
域
に
お
い
て
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
が
各
⊥
6

（
残
余
は
保
険
税
・
料
）
を
負
担
す
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
国
・
都
道
府
県
の
参
画
の
下
に
医
療
費
適
正
化
計
画
を
策
定
し
実
施
す

る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
自
治
体
財
政
負
担
増
に
は
交
付
税
・
地
方
債
の
措
置
は
一
切
講
せ
ら
れ
な
い
。
③
高
額
医
療
費
共
同
事
業
の
強

化
・
拡
充
。
当
該
事
業
に
都
道
府
県
の
参
加
（
一
九
〇
億
円
）
を
組
み
入
れ
る
。
④
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
に
係
る
国
庫
負
担
率
の
引
下

げ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
庫
負
担
は
四
六
〇
億
円
の
減
と
な
り
そ
の
分
保
険
税
（
料
）
負
担
が
増
大
し
て
、
①
の
措
置
に
よ
る
保
険
税
（
料
）
軽
減
が

あ
ら
か
た
帳
消
し
に
な
る
。

　
①
③
④
は
二
年
間
の
暫
定
措
置
で
あ
り
、
ま
た
②
は
一
九
九
〇
（
昭
和
六
五
）
年
度
か
ら
の
実
施
を
予
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
法
改

正
を
要
す
る
の
で
細
部
に
つ
い
て
は
流
動
的
だ
が
、
厚
生
省
の
改
革
構
想
の
基
本
的
理
念
は
十
分
汲
み
入
れ
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
殊
に

都
道
府
県
負
担
を
導
入
し
て
い
る
点
お
よ
び
基
準
医
療
費
の
方
法
を
具
体
化
し
て
い
る
点
は
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
法
改
正
が
実
現

　
　
　
－
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
1
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

す
れ
ば
国
民
健
康
保
険
制
度
の
大
き
な
転
機
が
三
た
び
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政
府
の
国
保
改
革
構
想
は
、
国
お
よ
び
各
級
地
方
公

共
団
体
間
の
財
政
負
担
の
単
な
る
押
し
つ
け
合
い
の
問
題
と
し
て
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
問

題
に
さ
れ
て
い
る
医
療
費
の
地
域
格
差
に
つ
い
て
は
、
別
に
国
民
医
療
総
合
対
策
本
部
中
間
報
告
の
中
で
医
療
供
給
体
制
の
問
題
と
し
て
重
要

な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
間
報
告
が
最
も
力
点
を
置
い
て
い
る
「
長
期
入
院
の
是
正
」
方
策
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
、
最
大

の
根
拠
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
が
人
口
当
り
病
床
数
と
入
院
医
療
費
と
の
地
域
的
相
関
関
係
で
あ
っ
て
、
両
者
の
深
い
相
関
を
論
拠
に
し
て

過
剰
病
床
の
整
理
・
削
減
、
　
”
余
剰
”
病
院
の
中
間
施
設
化
な
ど
が
地
域
医
療
計
画
の
策
定
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で

　
〔
2
7
）

あ
る
。
国
保
改
編
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る
「
基
準
医
療
費
」
は
、
国
保
財
政
逼
迫
の
下
で
は
各
地
域
の
医
療
費
が
そ
こ
へ
収
斂
。
さ
れ
る
べ
き

行
政
指
導
の
基
準
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
必
要
病
床
数
を
超
え
る
病
院
に
対
す
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
取
消
し
と
い
う
強
行
手
段

を
用
い
て
の
病
床
数
の
削
減
、
病
気
の
種
類
ご
と
の
平
均
入
院
日
数
を
設
定
し
た
上
で
の
「
入
退
院
判
定
委
員
会
」
に
よ
る
入
退
院
チ
ェ
ッ
ク

な
ど
、
中
間
報
告
で
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
医
療
費
抑
制
の
諸
施
策
は
、
地
域
差
調
整
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
基
準
医
療
費
」
を
武
器
に

し
た
財
政
誘
導
と
連
動
し
て
、
一
層
強
力
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
福
祉
医
療
制
度
に
よ
る
低
所
得
者
対
策
が
当
該
被
保
険
者
へ
の
給
付
水
準
の
切
下
げ
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
即
断
の
限
り
で
な
い
。
た
だ

国
保
内
部
に
福
祉
的
色
彩
の
強
い
部
分
と
保
険
的
色
彩
の
強
い
部
分
と
の
区
別
を
截
然
と
置
く
こ
と
で
、
前
者
へ
の
国
家
統
制
の
強
化
と
後
者

へ
の
目
助
自
立
原
則
の
徹
底
と
が
一
石
二
鳥
で
容
易
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
担
税
力
の
小
さ
い
階
層
を
か

か
え
る
社
会
保
険
か
国
庫
の
支
え
を
失
う
と
き
、
燃
料
の
乏
し
く
な
っ
た
航
空
機
が
荷
物
を
捨
て
て
身
軽
に
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
、
　
「
お
荷

物
」
に
な
っ
た
部
分
を
切
り
離
す
方
向
に
向
か
う
の
は
一
つ
の
必
然
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
無
限
に
繰
返
さ
れ
う
る
過
程
で
あ
る
。
か
く
て

そ
れ
は
や
が
て
公
的
医
療
保
険
そ
の
も
の
の
切
り
離
し
　
　
低
水
準
の
公
的
「
福
祉
医
療
」
と
、
階
層
化
し
た
消
費
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
私
的

医
療
保
険
と
の
二
元
体
制
へ
の
移
行
を
、
暗
に
指
し
示
す
論
理
を
構
造
的
に
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。



（
1
）
参
考
ま
で
に
現
行
医
療
保
険
制
度
の
一
覧
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
国
民
健
康
保
険
は
被
保
険
者
総
数
の
三
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
最
大
の
医
療
保

　
険
で
あ
り
、
地
域
保
険
で
あ
る
。
本
稿
で
は
国
民
健
康
保
険
以
外
の
制
度
を
一
括
し
て
被
用
者
保
険
と
呼
ぶ
が
、
一
般
に
は
社
会
保
険
（
社
保
）
と
呼
ば

制
　
度
　
区
　
分

被
　
保
　
険
　
者

保
　
険
　
者

被
保
険
者
数

政
府
管
掌
健
康
保
険

一
般
被
用
者

政
　
　
　
府

三
、
二
七
〇
万
人

保
康
健

組
合
管
掌
健
康
保
険

各
健
康
保
険
組
合
一
、
七
二
二

二
、
九
一
｝
万
人

船
　
員
　
保
　
険

船
　
　
　
員

政
　
　
　
府

六
〇
万
人

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合

国
家
公
務
員
・
公
社
役
職
員

各
省
庁
共
済
組
合
　
　
　
二
七

四
八
五
万
人

済
共
種
各

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

地
方
公
務
員

各
地
方
公
務
員
共
済
組
合
五
四

六
九
二
万
人

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合

私
立
学
校
教
職
員

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合

六
八
万
人

　
険
康
保
健
民
国

市
　
町
　
村

険
除
民
保
を
国
　
　
者
の
者
者
者
般
　
　
用
険
職
用
人
一
　
　
被
保
退
被
加
く

各
市
町
村
・
特
別
区
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
七
〇

四
、
一
五
四
万
人

国
民
健
康
保
険
組
合

各
国
民
健
康
保
険
組
合
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七

三
四
九
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
末
現
在
）

　
れ
る
こ
と
が
多
い
。
国
保
に
は
零
細
企
業
の
被
用
者
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
高
齢
者
の
比
率
も
高
い
の
で
財
政
基
盤
が
弱
く
、
国
庫
の
補
助
を
必

　
然
的
に
要
請
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
給
付
の
水
準
は
国
保
が
最
も
低
い
。

（
2
）
前
川
尚
美
「
国
民
健
康
保
険
』
（
現
代
地
方
財
政
講
座
6
）
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
五
年
、
二
三
ニ
ペ
ー
ジ
。

　
一
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
一
－
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
I
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

（
3
）
厳
密
に
い
え
ば
医
療
費
拠
出
金
は
、
概
算
医
療
費
拠
出
金
と
、
前
々
年
度
の
概
算
値
と
確
定
値
の
差
額
（
す
な
わ
ち
前
々
年
度
の
精
算
額
）
と
を
合
計

　
し
て
得
ら
れ
る
。
複
雑
に
な
る
の
で
本
文
で
は
省
略
し
た
。

（
4
）
拠
出
金
の
算
定
方
法
に
関
し
て
は
参
議
院
の
修
正
に
よ
り
「
検
討
規
定
」
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
老
人
医
療
費
の
動
向
、
健
保
組
合
の
決
算
状
況
な
ど

　
を
見
て
昭
和
六
五
年
ま
で
の
間
に
再
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
た
だ
し
「
一
人
当
た
り
老
人
医
療
費
が
全
国
平
均
よ
り
著
し
く
高
い
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
著
し
く
高
い
部
分
を
加
入
者
按
分
率
の
調
整
対
象
か

　
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
　
「
週
刊
社
会
保
障
」
第
一
四
一
九
号
、
一
九
八
七
・
二
・
九
、
六
～
七
ペ
ー
ジ
。

（
6
）
青
山
英
康
・
家
保
英
隆
「
老
人
保
健
法
の
改
正
に
つ
い
て
－
1
そ
の
問
題
と
将
来
」
『
週
刊
社
会
保
障
」
第
一
四
一
六
号
、
一
九
八
七
・
一
・
一
九
、

　
一
〇
ベ
ー
ジ
。

（
7
）
『
週
刊
社
会
保
障
』
第
一
四
一
九
号
、
一
九
八
七
・
二
・
九
参
照
。

（
8
）
同
右
、
一
七
～
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
9
）
「
厚
生
福
祉
」
第
三
六
二
七
号
、
一
九
八
七
・
一
一
・
七
。

（
1
0
）
福
島
県
保
険
医
協
会
「
福
島
県
下
自
治
体
国
保
実
態
調
査
結
果
」
。

（
n
）
「
厚
生
福
祉
』
第
三
六
三
一
号
、
一
九
八
七
・
一
　
・
二
一
。

（
1
2
）
篠
崎
次
男
・
古
川
圭
助
編
「
岐
路
に
立
つ
国
民
健
康
保
険
」
自
治
体
研
究
社
、
一
九
八
七
年
、
第
四
章
参
照
。

（
1
3
）
小
川
政
亮
「
国
民
健
康
保
険
保
険
料
（
税
）
滞
納
者
へ
の
制
裁
措
置
法
制
化
の
問
題
点
」
　
「
生
活
と
健
康
」
第
た
四
一
号
、
一
九
八
七
・
七
・
一
五
。

（
1
4
）
前
掲
「
国
民
健
康
保
険
』
、
同
じ
く
前
掲
『
岐
路
に
立
つ
国
民
健
康
保
険
」
、
ま
た
小
川
政
亮
「
国
民
健
康
保
険
法
の
成
立
と
改
正
の
歩
み
瞥
見
」
　
「
月

　
刊
保
団
連
』
第
二
五
六
号
、
｝
九
八
七
・
三
二
な
ど
参
照
。

（
1
5
）
保
険
料
と
保
険
税
と
で
実
質
的
な
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
が
、
保
険
料
が
地
方
自
治
法
に
基
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
の
に
対
し
保
険
税
の
根
拠
法
令
は

　
地
方
税
法
で
あ
り
制
度
的
な
取
扱
い
は
異
る
。
た
と
え
ば
賦
課
の
最
高
限
度
額
（
現
行
年
間
三
九
万
円
1
－
昭
和
六
三
年
度
税
制
改
革
で
四
二
万
円
へ
の

　
引
ヒ
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
）
が
保
険
税
に
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
保
険
料
の
場
合
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
徴
収
面
で
は
保
険
税
が
優
位
に
置
か
れ

　
て
い
て
、
賦
課
権
の
期
限
制
限
は
保
険
料
二
年
、
保
険
税
三
年
、
徴
収
権
お
よ
び
還
付
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
保
険
料
二
年
、
保
険
税
五
年
と
さ
れ
て
い

　
る
。

（
1
6
）
藤
井
良
治
「
老
健
法
改
正
後
の
医
療
保
障
に
つ
い
て
」
　
「
週
刊
社
会
保
障
』
第
一
四
一
九
号
、
｝
九
八
七
・
二
・
九
、
二
二
ペ
ー
ジ
。



（
1
7
）
前
掲
前
川
「
国
民
健
康
保
険
』
二
二
三
ぺ
ー
ジ
。

（
B
）
前
掲
小
川
「
畏
健
康
保
険
保
険
料
（
税
）
滞
警
へ
の
製
灌
法
制
化
の
鰻
点
」
参
昭
㎜
．
ま
た
「
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
著
た
．
て
は
、
退

職
被
保
険
者
の
支
払
・
て
い
た
国
民
健
覆
険
税
（
料
）
水
準
は
一
般
被
保
険
者
の
も
の
よ
り
相
当
程
度
低
い
あ
と
見
込
ま
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
そ
れ

程
遜
異
く
ど
の
点
篶
い
て
も
見
込
み
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
．
し
た
が
．
て
、
退
職
者
医
療
制
度
適
用
者
数
が
当
初
見
込
み
の
四
〇
六
万

人
に
ま
で
達
し
て
も
闘
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
も
、
こ
の
際
指
摘
し
て
お
き
た
い
．
」
（
前
掲
前
川
二
七
一
ぺ
ー
ジ
．
）

（
1
9
）
厚
生
省
の
「
論
点
整
理
メ
モ
」
に
よ
る
。
　
『
週
刊
社
会
保
障
』
第
一
四
五
五
号
、
一
九
八
七
．
一
〇
．
一
九
、
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
2
0
）
「
地
方
自
治
資
料
」
第
八
七
八
号
、
一
九
八
七
・
一
〇
．
一
五
、
五
ペ
ー
ジ
。

（
罰
）
国
保
の
実
質
収
支
の
推
移
は
左
の
と
お
り
．
『
週
刊
社
会
保
障
』
第
一
四
五
〇
号
、
一
九
八
七
．
九
．
一
四
、
四
四
↑
ジ
．

黒　　　　字 赤　　　　字　事項

N度 保険者数 金額（億円 保険者数 金額（億円）

53 3，128 1，160 143 △　151

54 3，177 1，265 95 △108

55 3，091 1，326 181 △161

56 3，133 1，482 139 △207

57 3，064 1，436 208 △353

58 3，148 2，035 124 △235

59 2，868 1，528 402 △498

60 2，824 1，528 446 △932

1
・
改
編
下
の
国
民
健
康
保
険
と
自
治
体
財
政
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

2625242322
）　　　）　　　）　　　）　　　）

「
地
方
自
治
資
料
」
第
八
七
八
号
（
前
出
）
。

「
厚
生
福
祉
』
第
三
六
二
二
号
、
一
九
八
七
・
一
〇
．
二
一
、
八
ぺ
ー
ジ
。

『
厚
生
福
祉
』
第
三
六
二
八
号
、
一
九
八
七
・
一
一
．
一
一
等
に
掲
載
。

『
厚
生
福
祉
」
第
三
六
三
六
号
、
一
九
八
七
・
二
一
．
九
、
　
一
二
ペ
ー
ジ
。

「
週
刊
社
会
保
障
」
第
一
四
六
六
号
、
一
九
八
八
．
一
．
一
一
参
照
。

（
2
7
）
「
中
間
報
告
」
に
対
す
る
示
唆
に
富
む
批
判
的
論
稿
と
し
て
二
木
立
「
国
民
医
療
総
合
対
策

　
本
部
中
間
報
告
が
狙
う
医
療
再
編
成
の
盲
点
」
（
『
社
会
保
険
旬
報
』
第
一
五
九
一
．
二
号
、

　
一
九
八
七
・
九
・
二
一
、
一
〇
二
）
参
照
。

　
　
　
〈
付
　
記
〉

　
伊
達
郡
の
国
保
調
査
は
福
島
医
療
生
協
理
事
会
社
会
保
障
活
動
委
員
会
で
行
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
調
査
に
際
し
て
は
医
療
生
協
組
織
部
お
よ
び
現
地
組
合
員
の
皆
さ
ん
の
熱
心
な
協
力
を

得
た
。
ま
た
調
査
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
各
町
役
場
担
当
職
員
の
方
に
も
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
八
．
一
．
二
〇
脱
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七


